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(57)【要約】
【課題】顧客がＡＴＭ１の操作が分からず戸惑っている
とき、ロビー担当の行員が顧客の横に寄り添い操作を説
明し補助することがある。この場合、ＡＴＭ１の操作画
面上に視野角フィルム１３が装着されていると、ロビー
担当の行員から操作画面が見づらくなり、操作説明及び
補助がやりづらいという課題がある。
【解決手段】　入力操作部３に視野角フィルム１３を設
けた自動取引装置であって、操作画面上に補助モードボ
タンを設け、これが押下されると、補助モードに移行し
、照明装置８の明るさを制御し、操作画面の明るさを周
囲に対して相対的に明るくする照明制御手段を有してい
る自動取引装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者の操作によって取引を行う自動取引装置において、
　前記操作者に操作画面を表示する表示部と、
　前記表示部上に設けられ、前記操作画面を見る角度により視野を制限する視野角フィル
ムと、
　前記視野角フィルム上に設けられ、情報入力のためのタッチパネル入力部と、
　補助モードに移行するための補助モード信号を入力するスイッチ手段と、
　前記補助モード信号に基づき、外部へ出力する信号を制御する照明制御手段と、
を有することを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
　操作者の操作によって取引を行う自動取引装置において、
　前記操作者に操作画面を表示する表示部と、
　前記表示部上に設けられ、前記操作画面を見る角度により視野を制限する視野角フィル
ムと、
　前記視野角フィルム上に設けられ、情報入力のためのタッチパネル入力部と、
　補助モードに移行するための補助モード信号を入力するスイッチ手段と、
　前記操作画面に光を照らす照明手段と、
　前記補助モード信号に基づき、前記照明手段を制御し、前記操作画面の明るさを周囲に
対して相対的に明るくする照明制御手段と、
を有することを特徴とする自動取引装置。
【請求項３】
　操作者の操作によって取引を行う自動取引装置において、
　液晶装置と前記液晶装置を照らす内部照明装置とを有し、前記操作者に操作画面を表示
する表示部と、
　前記表示部上に設けられ、前記操作画面を見る角度により視野を制限する視野角フィル
ムと、
　前記視野角フィルム上に設けられ、情報入力のためのタッチパネル入力部と、
　補助モードに移行するための補助モード信号を入力するスイッチ手段とを有し、
　前記照明制御手段は、前記補助モード信号に基づき、前記内部照明装置の明るさを明る
くすることを特徴とする自動取引装置。
【請求項４】
　前記スイッチ手段は、前記表示部上に設けられた操作用ボタンであることを特徴とする
請求項１～３いずれか１項に記載の自動取引装置。
【請求項５】
　前記スイッチ手段は、前記補助モード信号を入力するためのカード媒体であることを特
徴とする請求項１～３いずれか１項に記載の自動取引装置。
【請求項６】
　前記照明手段は、前記タッチパネル入力部の近傍を照らす外部照明装置であることを特
徴とする請求項２記載の自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融機関の店舗、コンビニエンスストア等に設置され、顧客による取引操作
を誘導する画面の表示制御を行う現金自動預け払い機（以下「ＡＴＭ」という。）等の自
動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動取引装置の１つである、例えば、ＡＴＭは、金融機関の店舗、コンビニエン
スストア等に設置され、顧客による取引操作により、現金の預け入れ、引き出しを始め、
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振り込み、残高照会等の取引を扱っている。各取引においては、操作画面上に表示される
顧客の取引内容を第三者に覚られないため、ＡＴＭの表示部上に視野角フィルムを装着す
ることが行われている。
【０００３】
　このようなＡＴＭに関する技術は、例えば、次のような技術文献に記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１３１２０２
【特許文献２】特開２００６－１６４０９１
【特許文献３】特開２００７－２１２５０７
【０００５】
　特許文献１には、視野角フィルムの技術が記載されている。この視野角フィルムでは、
複数の透明シリコンゴムシートと着色シリコンゴムシートとが互い違いに並べて一体化さ
れている。透明シリコンゴムシートと着色シリコンゴムシートとの接合面は、相互に平行
をなし、情報表示体に着脱自在に粘着される粘着層の貼り付け面が鏡面状で平滑な透光性
粘着面に形成されている。
【０００６】
　特許文献２には、表示部に視野角フィルムが装着されたＡＴＭの技術が記載されている
。このＡＴＭでは、利用者の有無により自動的に表示部の輝度が変更され、あるいは、利
用者の操作により表示部の輝度が変化するようになっている。ＡＴＭは、周囲に人がいる
か否かを検知する近接センサを有し、人がいないときは、自動的に表示部の輝度レベルを
最大に設定する。このことにより、ＡＴＭから遠方にいる顧客は、当該のＡＴＭが使用可
能であることが分かる。また、人がＡＴＭに接近したときは、これを近接センサが検知し
ＡＴＭで自動的に適切な輝度レベルに変更する。輝度レベルが一定のレベルまで低下する
ことにより、表示部の視野角フィルムの効果が働く。
【０００７】
　顧客の操作が始まると、表示部の輝度が当該の顧客にとって最適なものとするため、表
示部に、顧客による輝度変更を促すメッセージが表示される。顧客は必要に応じ輝度変更
ボタンを使用し、表示部の輝度を変更することができる。
【０００８】
　特許文献３には、手前からの視認性を損なうことなく、左右側及び向い側からの覗き見
を防止できる視野角フィルムの技術が記載されている。この視野角フィルムは、光透過帯
と遮光帯とが交互に配置されて構成されている。第１の視野角フィルムは、光透過帯と遮
光帯が視野角フィルムの表面に対し直角に配置されている。第２の視野角フィルムは、光
透過帯と遮光帯が視野角フィルムの表面に対し傾斜して設置されている。第１の視野角フ
ィルムと第２の視野角フィルムは、厚みの方向に積層されており、第１の視野角フィルム
の遮光帯の長さ方向と第２の視野角フィルムの遮光帯の長さ方向とが直交している。この
構成により、手前からの視認性を損なうことなく、左右側及び向い側からの覗き見防止が
できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来のＡＴＭにおいては、操作が分からず戸惑っているとき、ロビー担当の行員が顧客
の横に寄り添い自動取引装置の操作を説明し補助することがある。この場合、ＡＴＭの操
作画面上に視野角フィルムが装着されていると、ロビー担当の行員から操作画面が見づら
くなり、操作説明及び補助がやりづらいといった課題がある。
【００１０】
　このような課題を解決するために、特許文献２の技術を適用することが考えられる。特
許文献２の技術では、表示部に顧客による輝度変更を促すメッセージを表示し、顧客は必
要に応じ輝度変更ボタンを使用し、表示部の輝度を変更することができる。これを活用し
、担当行員が顧客の代わりに輝度変更ボタンを押下し、輝度を高めることで、課題の解決
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が可能かもしれない。
【００１１】
　しかしながら、このような構成では、次の（１）～（４）のような欠点が生じる。
【００１２】
　（１）　顧客による輝度調整を可能とすると、頻繁に高輝度が選択され、結果として、
表示部の劣化を早め、電力消費量も増えることになる。
【００１３】
　（２）　顧客によって選択される輝度レベルは、予め段階分けした輝度レベルをＡＴＭ
の制御部の記憶装置に記憶しており、この輝度レベルは、視野角フィルムが効果的に働く
範囲に設定されている。一方、表示部内の内部照明装置、例えば、液晶を照らすバックラ
イトは、経年変化するため、実際の輝度は、当初、ＡＴＭの制御部の記憶装置に記憶した
輝度レベルより低下することが考えられ、時間の経過とともに視野角フィルムが効果的に
働く範囲からはみ出す虞がある。
【００１４】
　（３）　バックライトの輝度は、周辺の温度等の周囲環境により変動する。又、表示部
の見やすさは、表示部周辺の明るさにも影響される。よって、適切な輝度レベルを各装置
一律に設定することは一般に困難である。
【００１５】
　（４）　特許文献２の輝度レベルの輝度は、顧客の見やすさを前提にしている。表示部
に対してやや斜め後方から操作画面を見る行員にとって必ずしも適正な輝度レベルとはい
えない。
【００１６】
　従って、未だ、技術的に十分満足のいくＡＴＭ等の自動取引装置を実現することが困難
であった。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の自動取引装置は、操作者の操作によって取引を行う自動取引装置において、前
記操作者に操作画面を表示する表示部と、前記表示部上に設けられ、前記操作画面を見る
角度により視野を制限する視野角フィルムと、前記視野角フィルム上に設けられ、情報入
力のためのタッチパネル入力部と、補助モードに移行するための補助モード信号を入力す
るスイッチ手段と、前記補助モード信号に基づき、外部へ出力する信号を制御する照明制
御手段とを有している。
【００１８】
　本発明の他の自動取引装置は、操作者の操作によって取引を行う自動取引装置であって
、前記操作者に操作画面を表示する表示部と、前記表示部上に設けられ、前記操作画面を
見る角度により視野を制限する視野角フィルムと、前記視野角フィルム上に設けられ、情
報入力のためのタッチパネル入力部と、補助モードに移行するための補助モード信号を入
力するスイッチ手段と、前記操作画面に光を照らす照明手段と、前記補助モード信号に基
づき、前記照明手段を制御し、前記操作画面の明るさを周囲に対して相対的に明るくする
照明制御手段とを有している。
【００１９】
　前記スイッチ手段は、前記表示部上に設けられた操作用ボタンであってもよいし、前記
補助モード信号を入力するためのカード媒体であってもよい。前記照明手段は、前記タッ
チパネル入力部の近傍を照らす外部照明装置であってもよいし、前記表示部内の表示部本
体を照らす内部照明装置であってもよい。例として、前記表示部は、液晶装置と前記液晶
装置を照らす内部照明装置とで構成することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、次の（１）～（３）のような効果がある。
【００２１】
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　（１）　操作者、例えば、行員により補助モードが設定されると、操作画面の明るさが
周囲に対し相対的に明るく見え、行員にとっての視認性が向上する。
【００２２】
　（２）　行員により輝度調整が行われるため従来の技術に比べ、頻繁に高輝度が選択さ
れることがない。その結果、表示装置の劣化を遅らせることになり、更に、ＡＴＭの消費
電力を節約できる。
【００２３】
　（３）　外部照明手段の明るさを暗くすることで操作画面の視認性を向上させる構成の
場合、操作画面の周囲の明るさの影響を受けにくい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照ら
し合わせて読むと、明らかになるであろう。但し、図面はもっぱら解説のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００２５】
　（実施例１の構成）
　図２は、本発明の実施例１における自動取引装置の１つであるＡＴＭを示す外観図であ
る。
【００２６】
　本実施例１のＡＴＭ１は、銀行の店舗、コンビニエンスストア等に設置され、顧客自身
の操作により、現金の預け入れ、現金の引き出し、振り込み、残高照会、通帳記入等の取
引を行うためのものである。ＡＴＭ１は、熱や衝撃に対し一定の強度を有する鉄材で作ら
れたキャビネット２で覆われている。ＡＴＭ１の前面は、操作者が操作するための操作面
２ａが略水平に操作者の方向に突き出している。操作面２ａの奥方向には、操作面２ａか
ら連続し投入面２ｂが設置されている。更に、投入面２ｂに連続して挿入面２ｃが略垂直
に立ち上がっている。
【００２７】
　前記操作面２ａには、操作のためのガイダンスを表示し各種取引のための入力を行う入
力操作部３が設けられている。投入面２ｂには、入出金取引等、現金を扱う取引で使用す
る紙幣投入取出口４と硬貨投入取出口５が設けられている。挿入面２ｃには、通帳挿入取
出口６及びカード挿入取出口７が設けられている。入力操作部３の上方には、入力操作部
３を照らす照明手段（例えば、照明装置）８が設けられている。照明装置８は、外部照明
装置であって、ＡＴＭ１が設置されている建物の天井又はＡＴＭ1の背面の壁面に設けら
れている。
【００２８】
　図１（ａ）（ｂ）は、本発明の実施例１における図２のＡＴＭ1を示す構成図であり、
同図（ａ）は、ＡＴＭ1の機能ブロック図、及び同図（ｂ）は、同図（ａ）の中の入力操
作部３の概略構成図である。なお、図１において、実施例１を示す図２中の要素と共通の
要素には共通の符号が付される。
【００２９】
　図１（ａ）において、ＡＴＭ１は、中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という。）、主記憶
装置（以下「ＭＥＭ」という。）及びハードディスク等の不揮発性の補助記憶装置（以下
「ＨＤＤ」という。）からなる主制御部１１を有し、この主制御部１１は、プログラム制
御によりＡＴＭ１全体を制御するものである。入力操作部３は、文字や図形などで構成さ
れる操作画面を表示する表示部１２と、表示部１２上に設けられた視野角フィルム１３と
、視野角フィルム１３上に設けられた情報入力のためのタッチパネル入力部１４とを有す
る。通帳記帳部１５は、通帳の記帳処理を行うものである。カードリーダ・ライタ部１６
は、キャッシュカードの内容の読み取り書き込みを行うものである。紙幣入出金部１７は
、紙幣の真贋を鑑別し、計数し、入出金処理を行うものである。硬貨入出金部１８は、硬
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貨の真贋を鑑別し、計数し、入出金処理を行うものである。近接センサ１９は、ＡＴＭ１
への人の接近を検知するセンサである。通信制御部２０は、ホストコンピュータとの通信
を制御する機能を有している。外部端子制御部２１は、警報装置などの外部装置が接続さ
れ、ＡＴＭ1と外部装置の連動を制御するものである。外部端子制御部２１に接続される
照明制御手段（例えば、輝度調整器）２２は、入力操作部３の近傍を照らす照明装置８の
明るさを制御する回路である。
【００３０】
　図１（ｂ）において、入力操作部３は、操作画面を表示する表示部１２と、操作画面を
見る角度により、視野を制限する視野角フィルム１３と、情報を入力するためのタッチパ
ネル入力部１４とを有する。表示部１２は、表示部本体１２ａと内部照明装置１２ｂとか
らなる。表示部本体１２ａは、例えば、液晶装置で構成されており、内部照明装置１２ｂ
は、液晶装置のバックライトである。視野角フィルム１３は、光透過帯１３ａと遮光帯１
３ｂとが交互に帯状に配置されて構成されている。光透過帯１３ａは、例えば、透明性の
高い樹脂等で作られている。遮光帯１３ｂは、光透過帯１３ａと同様の樹脂等を基材とし
、これに顔料や染料等の着色剤を添加した着色樹脂等で形成されている。
【００３１】
　例えば、特許文献３と同様に、光透過帯１３ａの光線透過率は、８５％以上の高い透明
性を有している。遮光帯１３ｂは、光透過率１０％以下の遮光性を有している。光透過帯
１３ａの幅は、７５μm～２mm程度、遮光帯１３ｂは、１５μm～３０μmの大きさである
。視野角フィルム１３の厚さは、０．１４mm～０．６mmである。
【００３２】
　視野角フィルム１３は、視野角θ（例えば、６０°程度）を有しており、視野角θ内で
あれば、操作者は、表示部１２に表示された文字や図形などの表示パターン１２ｃを認識
することができるが、視野角θの外では、画面が黒くなり表示パターン１２ｃを認識でき
ない。
【００３３】
　（実施例１の動作）
　（１）　ＡＴＭの全体動作
　図３は、本発明の実施例１におけるＡＴＭ1の入力操作部３上に表示される操作画面を
示す図である。
【００３４】
　図１及び図３を用いて、引き出し取引を例にＡＴＭ１全体の動作を説明する。顧客がＡ
ＴＭ１に接近すると、近接センサ１９がこれを検知し、入力操作部３に電源が投入される
。電源が投入されると入力操作部３に、図３の操作画面が表示される。図３の操作画面は
、取引開始前の状態の例示で、預け入れ、引き出し、振り込み、振り替え、残高照会、通
帳記入の各取引ボタン３ａが入力操作部３にグラフィック表示され、顧客による取引の選
択を促す。顧客がこれらのボタンの１つを選択し、押下することにより、該当する取引が
開始される。
【００３５】
　例えば、顧客が自口座から現金を引き出すときは、引き出しボタンを押下する。引き出
しボタンの押下により、引き出し取引が開始され、通帳及びキャッシュカードの挿入を促
すメッセージが操作画面に表示される。通帳が通帳挿入取出口６に挿入されると、通帳記
帳部１５はこれを取り込み、記帳の準備を行う。キャッシュカードが、カード挿入取出口
７に挿入されると、カードリーダ・ライタ部１６は、キャッシュカードの磁気ストライプ
を読み取り、主制御装置１１内のＭＥＭに記憶する。磁気ストライプには、金融機関コー
ドや顧客の口座番号、氏名等の顧客情報が記憶されている。
【００３６】
　次に、入力操作部３には、顧客の希望する出金額を入力するための操作画面が表示され
る。この操作画面を用いて、顧客により出金額が入力される。続いて、暗証番号を入力す
るための操作画面が表示される。顧客により暗証番号が入力されると、口座番号、金額、
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暗証番号等が主制御部１１で編集され、通信制御部２０を経由して、ホストコンピュータ
に送信される。ホストコンピュータでは、ＡＴＭ１からの電文を受信すると、受信した口
座番号から当該顧客の口座ファイルから口座情報を読み出し、受信した暗証番号とホスト
コンピュータが保持している暗証番号とが一致するかチェックする。
【００３７】
　暗証番号が不一致のときは、ホストコンピュータは、その旨をＡＴＭ１に送信する。Ａ
ＴＭ１は、暗証番号入力画面を入力操作部３に表示し、顧客に暗証番号の再入力を促す。
暗証番号が一致したときは、ホストコンピュータは、当該取引を有効とし、当該口座ファ
イルの残高から受信した入金額を減算し新残高とする。未記帳分の通帳記帳データがあれ
ば、新残高とともにＡＴＭ１に送る。ＡＴＭ１では、これを受信すると、通帳記帳部１５
で取り込んだ通帳にホストコンピュータから受信した記帳データを印刷する。
【００３８】
　同時に、紙幣入出金部１７では、ＡＴＭ１内部の図示しない保管庫から紙幣を取り出し
、計数し、紙幣投入取出口４にセットする。硬貨入出金部１８も同様に、保管庫から硬貨
を取り出し、計数し、硬貨投入取出口５にセットする。次に、入力操作部３には、通帳、
キャッシュカード及び現金の取り出しを促すメッセージが表示され、顧客は、通帳挿入取
出口６、カード挿入取出口７及び紙幣投入取出口４、硬貨投入取出口５から通帳、キャッ
シュカード及び現金を取り出す。
【００３９】
　（２）補助モード動作
　図４は図１（ｂ）の動作を説明する図である。
　顧客がＡＴＭ１の操作が分からず戸惑っているとき、ロビー担当の行員が顧客の横に寄
り添いＡＴＭ1の操作を説明し補助することがある。この場合、行員は、顧客のほぼ横に
立つことになるので、行員の目３１の位置は、視野角θの中に入る。このとき、顧客は、
ほぼ入力操作部３の真上から操作画面をみるのに対し、行員は、斜めから見ることになる
。その結果、表示パターン１２ｃから目３１に届く光Ｐの量は、顧客に比べて少なくなり
、その結果として、視認性が低下する。
【００４０】
　このとき、顧客は取引中であり、入力操作部３には、その取引の進行状況に対応した操
作画面が表示されている。例えば、金額入力を促す画面であったり、暗証番号入力を促す
画面であったりする。図３の操作画面例に示すように当該画面には、スイッチ手段（例え
ば、補助モードボタン）３ｂがグラフィック表示されている。図３の操作画面例は、取引
選択画面であるが、取引の他のステップの操作画面においても、補助モードボタン３ｂが
グラフィック表示されている。なお、補助モードボタン３ｂは、顧客が使用するものでは
なく、行員用のボタンであるから、操作画面の隅に弱いコントラストで表示されることが
望ましい。
【００４１】
　ロビー担当の行員がこれを押下するとＡＴＭ１は補助モードとなり、予め主制御部１１
内の図示しないＨＤＤに記憶された輝度レベル信号を主制御部１１の制御により外部端子
制御部２１経由で輝度調整器２２に送信する。輝度調整器２２は、輝度レベル信号を受信
すると照明装置８に働きかけ照明装置８の明るさを暗くする。
【００４２】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、次の（１）～（３）の効果がある。
【００４３】
　（１）　行員により補助モードが設定されると、操作画面周辺を照らす照明が周囲より
暗くなり、相対的に操作画面が明るく見え、行員にとっての視認性が向上する。
【００４４】
　（２）　外部の照明装置８の明るさを暗くすることで操作画面の視認性を向上させるの
で、従来の技術に比べ表示装置の劣化を遅らせることになり、更に、ＡＴＭ１の消費電力
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を節約できる。
【００４５】
　（３）　外部の照明装置８の明るさを暗くすることで操作画面の視認性を向上させるの
で、操作画面の周囲の明るさの影響を受けることはない。
【実施例２】
【００４６】
　（実施例２の構成）
　図５は、本発明の実施例２におけるＡＴＭ１の機能ブロック図であり、実施例１を示す
図１中の要素と共通の要素には共通の符号が付される。
【００４７】
　本実施例２は、実施例１の輝度調整器２２及び外部の照明装置８に代えて、主制御部１
１の中に照明制御手段として表示部輝度調整回路１１ａを設けたことを特徴とする。補助
モードのときの表示部１２の輝度レベルは、予め、主制御部１１によりＨＤＤに記憶され
、ディジタル信号で表わされている。表示部調整回路１１ａは、例えば、ディジタル信号
の輝度レベルを調光電圧に変換するＤ／Ａコンバータ、及び調光電圧を交流電圧に変換す
るインバータ等により構成されている。インバータは、表示部１２の照明手段（例えば、
内部照明装置）１２ｂに接続されている。具体的には、表示部本体１２ａは、例えば、液
晶装置であり、内部照明装置１２ｂは、液晶装置のバックライトである。バックライトは
、例えば、エッジライト方式であり、光源には、冷陰極管が使われている。インバータは
、光源である陰極管に接続されている。
【００４８】
　（実施例２の動作）
　顧客がＡＴＭ１の操作に戸惑った場合、ロビー担当の行員が図３の操作画面上の補助モ
ードボタン３ｂを押下すると、ＡＴＭ１は補助モードとなる。主制御部１１は、予め、Ｈ
ＤＤに記憶された表示部１２の輝度レベルをＨＤＤからＭＥＭに読み出し、表示部輝度調
整回路１１ａに出力する。表示部輝度調整回路１１ａ内に設けられたＤ／Ａコンバータは
、ディジタル信号である輝度レベルを調光電圧に変換し、表示部輝度調整回路１１ａ内に
設けられたインバータにこの調光電圧を印加する。インバータは、調光電圧の印加を受け
、これを交流電圧に変換することで内部照明装置１２ｂの輝度が調整される。この結果、
操作画面の明るさがより明るくなり、視認性を高めることができる。
【００４９】
　（実施例２の効果）
　　本実施例１によれば、次の（１）～（２）の効果がある。
　（１）　行員により補助モードが設定されると、表示部１２を明るくするので、操作画
面の明るさがより明るくなり、行員にとっての視認性が向上する。
【００５０】
　（２）　行員により輝度調整が行われるため従来の技術に比べ、頻繁に高輝度が選択さ
れることがない。その結果、表示装置１２の劣化を遅らせることになり、更に、ＡＴＭ１
の消費電力を節約できる。
【実施例３】
【００５１】
　（実施例３の構成）
　図６は、本発明の実施例３におけるＡＴＭ１の機能ブロック図であり、実施例２示す図
５中の要素と共通の要素には共通の符号が付される。
【００５２】
　本実施例３は、実施例２に対し、非接触ＩＣカードリーダ部３２を追加したことを特徴
とする。実施例２では、操作画面上の補助モードボタン３ｂを押下することにより補助モ
ードに設定されたが、本実施例３では、非接触ＩＣカードリーダ部３２に行員専用ＩＤが
入ったカード媒体（例えば、非接触ＩＣカード）を読み取らせることにより補助モードが
設定される。
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【００５３】
　非接触ＩＣカードからデータを読み取り、書き込みするために、ＡＴＭ１の操作面２ａ
上に非接触ＩＣカードかざし部が配設され、その下方、ＡＴＭ１内部に非接触ＩＣカード
リーダ部３２が配設されている。非接触ＩＣカードリーダ部３２は、例えば、ＩＣカード
に電力を電磁波で送信する電力送信部と、ＩＣカードからの情報を受信する信号受信部と
、電力や信号を送受信する第１のヘッド等とから構成されている。ＩＣカードは、例えば
、ＩＣカードリーダ部３２からの電力を電磁波で受信する電力受信部、ＩＣカードのデー
タを送信する信号送信部及び、電力や信号を送受信する第２のヘッド等から構成されてい
る。
【００５４】
　（実施例３の動作）
　顧客がＡＴＭ１の操作に戸惑った場合、ロビー担当の行員が、行員専用ＩＤが入ったカ
ードをＡＴＭ１のかざし部にかざし、行員ＩＤ等のデータを読み取らせると、ＡＴＭ１は
補助モードとなる。主制御部１１は、ＨＤＤから行員属性ファイルをＭＥＭに読み出し、
読み取った行員ＩＤから該当の行員属性データを読み出し、そこに記憶されている輝度レ
ベルを補助モード時のものとする。その後の動作は、実施例２と同様である。
【００５５】
　（実施例３の効果）
　本実施例３では、実施例２の効果に加え、次の効果がある。
　（１）　ＩＣカードには、行員のＩＤが入っており、これを読み取るため、操作する行
員の特定が可能になる。したがって、補助モードで設定する照明手段の明るさを個人別に
設定することができる。
【００５６】
　（変形例）
　本発明は、上記実施例に限定されず、種々の利用形態や変形が可能である。この利用形
態や変形例としては、例えば、次の（ａ）～（ｅ）がある。
【００５７】
　（ａ）　本発明の自動取引装置は、金融機関の店舗、コンビニエンスストア等に設置さ
れるＡＴＭのみに限定されない。顧客による操作で取引を行う装置であれば、広く適用が
できる。例えば、駅などに設置される券売機、空港などに設置される航空券発行機、スー
パーマーケットに設置されるセルフレジ、住民票、戸籍、印鑑登録証明書等を発行する行
政サービス端末機などが考えられる。
【００５８】
　（ｂ）　実施例１では、照明装置８は、ＡＴＭ１が設置されている建物の天井又はＡＴ
Ｍ1の背面の壁面に設けられているとしたが、ＡＴＭ１の挿入面２ｃに照明装置８Ａのよ
うに設けてもよい。
【００５９】
　（ｃ）　実施例１、２において、ロビー担当の行員が操作画面上の補助モードボタン３
ｂを押下すると、ＡＴＭ１は補助モードとなるとしたが、外部の照明装置８又は内部照明
装置１２ｂの明るさの操作は、例えば、明るさレベルごとのボタンを操作画面上に設けて
もよいし、補助モードボタン３ｂを押し続けることにより明るさが緩やかに変化する構成
が考えられる。補助モード解除の方法については、補助モード解除ボタンを別に設けても
よいし、補助モードボタン３ｂをパーソナルコンピュータのマウスのダブルクリックのよ
うに短時間で２度押ししてもよい。
【００６０】
　（ｄ）　表示部１２は液晶装置を前提に説明したが、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）
やエレクトロルミネッセンス（ＥＬＤ）等の他の表示装置でもよい。
【００６１】
　（ｅ）　実施例３では、非接触ＩＣカードの読み取りにより、補助モードが設定され、
表示部１２の内部照明装置１２ｂを明るくする事例で説明したが、補助モードが設定され
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た後は、実施例１と同様にＡＴＭ１の外部に設けられた照明装置８の明るさを暗くしても
よい。
【００６２】
　（ｆ）実施例３では、カード媒体として非接触型ＩＣカードの例で説明したが、カード
媒体としては、接触型ＩＣカード、磁気カード等のカード媒体でもよい。
【００６３】
　（ｅ）　実施例１では、外部の照明装置８を暗くする例、実施例２では、内部照明装置
１２ｂを明るくする例を説明したが、別の変形例として、補助モードの設定により、外部
の照明装置８を暗くし、かつ、内部照明装置１２ｂを明るくし、操作画面の視認性をより
高めてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施例１における図２のＡＴＭを示す構成図である。
【図２】本発明の実施例１におけるＡＴＭの外観図である。
【図３】本発明の実施例１におけるＡＴＭの入力操作部上に表示される操作画面を示す図
である。
【図４】図１（ｂ）の動作説明図である。
【図５】実施例２のＡＴＭの機能ブロック図である。
【図６】実施例３のＡＴＭの機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００６５】
　　１　　ＡＴＭ
　　３　　入力操作部
　　８　　照明装置
　１２　　表示部
　１３　　視野角フィルム
　１４　　タッチパネル入力部
　３１　　補助モードボタン
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【図３】 【図４】
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